
議 案 第 ３３ 号

摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の件

摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

令和６年２月２０日提出

摂津市長 森 山 一 正

提案理由

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、本条例を制定

するものである。

摂津市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

摂津市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年条例第１７号）の一部を次のよう

に改正する。

第５条第２項第２号中「８，９００円」を「９，１００円」に改める。

第８条の２第１項中「１年６箇月」を「１年６か月」に改める。

第２１条中「３箇月」を「３か月」に改める。

別表中「１２，４４０円」を「１２，５００円」に、「１３，３２０円」を

「１３，３５０円」に、「１０，６７０円」を「１０，８００円」に、

「１１，５５０円」を「１１，６５０円」に、「８，９００円」を「９，１００円」

に、「９，７９０円」を「９，９５０円」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の摂津市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及び別表の規定は、こ

の条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補償並びに同日前に支給すべ

き事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年

金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由

の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じ

た同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。


